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1.1　道路植栽の史的変遷

　1本の木が，原爆で荒廃した焼け野原に芽吹いた。緑は命であり，命の誕生は「希望」を
意味した。その木は「市の木」として記念され，人々の感動が今に伝えられている。
　街路樹を含む道路の緑が，都市の緑として改めてその価値を意識されてきたのは，最近
のことである。都市に住む人々の身近な存在に変わりつつある現在，道路の緑が直面して
いる課題は新しい価値観，新しい環境，新しい道路の機能，新しい行政や住民の姿勢，新
しい技術，さらに生物多様性や地球環境問題への取り組みなどにいかに的確に対応するか
ということである。

　「道路の豊かな緑を創出し，のびのびと育てていくためになすべきこと」を読者の方々と
一緒に考えていきたい。

1.1.1　並　木　の　始　ま　り

　わが国の道路植栽の歴史は古く，古代から並木として植栽されていたようだ。『日本書
紀』や『万葉集』の中にも都の街路などに植栽されていた記録が見られる。

1918（大正 7）年頃のマツ並木 1930（昭和 5）年頃のマツ並木

写真 1－1－1　東京・芝増上寺前の日比谷通り（江戸時代の御成道の一部）

1932年頃のマツ並木 多様な沿道植栽に
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　わが国において並木を制度化したのは，759（天平宝字 3）年のこと。東大寺の僧・普照
の建議により，太政官符で，街道を往来する人々のために，畿内七道や駅路に食糧として
の機能も兼ねて，果樹を植栽させたのが最初といわれている。また，平安京の大路にヤナ
ギやエンジュが植栽されていたことも知られている。

　時代が下り，戦国時代・江戸時代になると，街道を往来する旅人を保護するためのマ
ツ・スギによる街道並木や，日光杉並木に代表される神社仏閣の参道並木が，その時代の
社会や生活に密接な関わり合いをもちながら，優れた景観をつくってきた（写真 1－1－1）。

1.1.2　都市並木の始まり

　主に地方の街道や社寺の参道などを対象として考えられていた並木が市街の中に導入さ

れるようになったのは，1867（慶応 3）年，横浜の馬車道にヤナギやマツが植栽されたの
が最初であるといわれている。

　1868年旧暦 7月，わが国の中心地名称が江戸から東京に改称されて間もなく，同年 9月
に明治と改元された。

　わが国の近代的街路は，1870（明治 3）年英国人ブラントンの設計により，横浜居留地
に下水道工事に合わせてマカダム式砕石舗装が実施された。

　わが国の近代都市計画は，1872年，江戸城の和田倉門内にある兵部省添屋敷から出火し，
銀座から京橋，築地にわたって 80,000 坪余（約 27 ha）が焼失するという大火災が契機と
なって建設された，銀座煉瓦街の市街地と歩車道分離の道路に始まるといえよう。英国人
技術者 T・ウォートルスの指導の下，連屋 2階建ての不燃建築銀座街は，京橋から新橋に
いたる銀座通りに完成した。ここの街路は，広幅員の並木道で，中央を幅員 8間（約 14.5 m）
の馬車道とし，その左右には 3間半（約 6.3 m）の赤煉瓦の歩道が設けられ，馬車道寄りに
一列 3間（約 5.4 m）間隔でサクラ・クロマツ・カエデなどが植栽された。これが東京にお
ける最初の計画的な並木である。しかし，サクラ・クロマツは土壌に合わず，手入れも十
分でなかったために枯損しはじめ，逐次シダレヤナギに植え替えられた。　
　1880年頃には，ほとんどシダレヤナギとなり，かの有名な『銀座の柳』として歌謡曲に
もなり親しまれた。

1.1.3　西洋樹種の導入

　1875（明治 8）年には八代州（現在の八重洲）河岸にニセアカシアが，1878年には大手
町濠端，小石川江戸川端，大蔵省および内務省裏濠端通りにエンジュが西洋渡来樹種とし
て最初に植栽された。これらの樹種は，1873年わが国園芸学の先駆者である津田仙が，ウ
ィーン万国博覧会に出張した際に持ち帰った種子を栽培したものである。

　これらは，西洋樹種による最初の並木として注目されたが，栽培経験が浅く，環境に適
合しなかったことや強風による倒木，剪定等管理手法の未熟さによる樹姿の変形などの理
由により，次第にシダレヤナギに植え替えられていった。
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　1899 年には，東京市における並木の最初の規定である「道路樹木植付けに関する内規」
が制定された。本規定は，道路ならびに橋台広場に植え付ける樹種を，「櫻樹，柳樹，楓
樹，桐（梧桐），樫，栃」の 6種類にするとともに，規格・植栽間隔などを定めている。
　『The Japanese Flowering Cherry Trees of Washington, D.C.』4）に見られるように，「ワ
シントンのサクラ」に貢献されたフェアチャイルド博士たちが来日した 1902年には，東京
市の郊外や河川沿いの道路にサクラの並木が植栽されていた（写真 1－1－2）。

郊外のサクラ並木 河川沿いのサクラ並木

写真 1－1－2　フェアチャイルド博士たちが見たサクラ並木
（出典『The Japanese Flowering Cherry Trees of Washington, D.C.』）

1.1.4　街　路　樹　の　改　良

　東京の並木の主流となったシダレヤナギも架空線や暴雨風対策として強剪定を繰り返し

たため，並木の衰退を招くとともに都市の美観を損なうようになった。1904（明治 37）年
からは，並木の管理を東京市土木課道路掛より土木課公園係に移し，一切の設計・施工・
管理を行うこととなった。また，公園経費により墓地・病院内において優良な苗木の育成
を図ることとなった。1905年には，農商務省林業試験所長白澤保美より寄贈された世界的
街路樹であるプラタナスの苗木約 30本を日比谷公園内に試験植栽した。
　東京市について見ると，1906年には，街路樹の改良について白澤保美および福羽逸人に
調査研究を依頼し，「東京市行路樹改良按」が提出された。意見書に基づき，アオギリ・ア
カメガシワ・イチョウ・エンジュ・スズカケノキ・トウカエデ・トチノキ・トネリコ・ミ

ズキ・ユリノキの 10種類を定めた。翌 1907年 3月に採決された街路樹改良案に基づいて，
東京市自らが苗木の育成を開始した。1909 年には，過去 10 ヵ年の経験により不足を補う
と同時に新たに適応するための植栽方法，規格，維持管理作業などについて改定を行った。
1910 年には，規定をした 10 種類のうち，生育不良のミズキ・アカメガシワを除外し，イ
ヌエンジュ・カエデ・シダレヤナギ・サクラ類を追加した。その後，新しい街路樹を植栽
し，明治初期の古い並木を整理していった。1914（大正 3）年には，馬場先門市役所前通
り（現在の千代田区丸の内）にイチョウが植栽され，またその頃から芝・田村町通りにス
ズカケノキとユリノキが植栽された。そして 1918年には，街路樹に被害を与える場合の補
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